
 

 

 
2022 年３月 15 日 

各      位 

会 社 名  セントケア・ホールディング株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  藤 間 和 敏 

（ コ ー ド ： 2 3 7 4  東 証 第 一 部 ）

問合せ先  常 務取締役 管理本部 長  瀧井  創 

（ T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3 ）

 

サステナビリティ基本方針の制定およびサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年３月 15 日開催の取締役会において、サステナビリティ基本方針の制定およびサステナ

ビリティ委員会の設置について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．サステナビリティ基本方針 

私たちセントケア・グループは、在宅介護サービスを通し３つの創造をもってコア・バリュー「福祉社会の創

造」に取り組んでいます。 

この実践においてサステナビリティを巡る課題への対応は、重要な経営課題であり 

中長期的な企業価値向上に資するものと認識しております。  

当社グループは事業活動を通し社会的責任を果たし、地球をはじめとするすべて 

のステークホルダーとの信頼関係を築き上げ、持続可能な社会の実現に貢献して 

まいります。 

 

２．サステナビリティ委員会 

＜本委員会設置の目的＞  

当社は、昨年 12 月 15 日に 2024 年 3 月期を最終年度とする「経営計画」を発表させていただき、そ

の中において重要課題のひとつとしてサステナビリティ経営を掲げ、その推進をもって持続可能な社

会実現への貢献と企業価値の向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

この取り組みをより着実かつ実効的に進めていくべく、本委員会を設置するものであります。 

なお、本委員会は 2022 年 4 月 1 日に設置いたします。 

 

＜本委員会の役割＞ 

本委員会は、サステナビリティに関する方針、目標、計画の策定、重点的に取り組む課題の選定、

推進体制の整備、計画の進捗管理等を行います。また、適時取締役会への報告を行ってまいります。 

 

＜本委員会の構成＞ 

本委員会は、代表取締役社長が委員長となり、その指名により委員を選任し構成されます。 

 

 

 

以 上 


